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マーク説明�

広告�

●

●

仕事をつづけながら技術を覚えて有力な資格を取得されることをおすすめします。�仕事をつづけながら技術を覚えて有力な資格を取得されることをおすすめします。�

共生社会の�
実現を�
めざして�

�

第15回�

　大阪市には、たくさんの外国籍住民が暮らしており、外国人登録

者数は平成17年12月末現在で約12万3千人。本市推計人口に

占める割合は約5％で、国籍別では、多い順に韓国・朝鮮、中国、フ

ィリピン、ブラジル、アメリカとなっています。�

　大阪市の外国籍住民の多数を占める韓国・朝鮮籍の住民の多く

は、戦前の植民地政策によって日本に住むことを余儀なくされたと

いう歴史的経緯を有する人々とその子孫で、現在は日本で生まれ

育った人が多数を占めています。�

　一方、急速な国際化の進展によって、新たに滞在・居住する外国

籍住民は年々増加しています。さらに、各国とのFTA（自由貿易 

協定）の締結に向けた動きが進むなど、外国人労働者が増加する

ことが予想されます。�

　こうしたなか、国籍、民族の異なる人々との出会いや交流が地域、 �

職場、学校などさまざまなところで見られるようになっていますが、 �

言葉や文化、生活習慣の違いなどから外国籍住民が社会的に孤立

したり、近隣とのトラブルなどが起こったりしています。また、外国

籍住民に関する福祉や医療、住宅、雇用や教育などさまざまな分野

での課題が顕在化してきています。�

　大阪市では、「外国籍住民施策基本指針」（平成16年3月改定）にも

とづき、「外国籍住民の人権の尊重」「多文化共生社会の実現」「地域

社会への参加」の3つを目標に、各部局が連携・協力しながら、国際化

に対応した外国籍住民施策を総合的かつ効果的に推進しています。�

　外国籍住民が言葉の問題などで不利益を被ることなく、市民サ

ービスが適切に提供され、外国籍住民にとって暮らしやすい環境

を整備していくことが求められており、ホームページや広報誌など

の多言語化を図るとともに、各種相談窓口でも多言語化で対応で

きるよう充実に努めています。�

　共生社会の実現に向けては、お互いの民族、文化、習慣を理解す

ることが重要ですので、市民の国際理解教育や外国籍住民が日本

の文化や言葉を学ぶ機会の充実に努めています。また、地域での

交流活動の促進など各種施策の推進に努めています。�

　国籍や民族を問わず、すべての人が違いを認めあい、尊重しあ

いながら、すべての人にとって暮らしやすい社会の実現を共通の

目標として、一人ひとりが持てる能力を活かして、主体的に地域づ

くりに取り組むことが必要です。�

詳しくは…大阪市市民局人権室　電話　06-6208-7619�

※「大阪市外国籍住民施策基本指針」は大阪市市民局ホームページ

　 （http://www.city.osaka.jp/shimin/）をご覧ください。�

韓国及び朝鮮�
88,399人�
（72.1％）�

中国�
21,828人�
（17.8％）�

アメリカ�
1,295人（1.1％）�

その他�
7,057人（5.8％）�

フィリピン�
2,487人（2.0％）�

ブラジル�
1,473人（1.2％）�

大阪市の国籍別外国人登録者数と構成比 2005年（平成17年12月末現在）�
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